
伊勢湾台風 60 年 ロゴマーク使用規約 

 
１．目的 

伊勢湾台風襲来 60 年目の節目の年を迎えるあたり、伊勢湾台風 60 年の認知度向上のために伊

勢湾台風 60 年連絡会（以下「連絡会」という）が作成したロゴマークの適正使用のため、この使

用規約（以下、「本規約」という）を定める。 
 
２．使用の基準 

（１）このロゴマークは、連絡会の構成員、及び、ロゴマーク使用申請を行い連絡会事務局（以

下「事務局」という）に承認された者（以下「使用者」という）以外は無断で使用するこ

とはできない。 
（２）使用者は、他人に、ロゴマークの使用権を再許諾又は譲渡等することはできない。 
（３）次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合もロゴマークを使用することはでき

ない。 
・公序良俗に反するものに使用すること 
・法令及び規則などに違反するものに使用すること 
・ロゴマークは、特定の製品の性能を示すものではなく、また、特定の商品名やブランド名

として使用することはできない。 
・本規約に反して使用すること 

（４）ロゴマークを使用した表現・表示については使用者の責任で関係法令等を遵守のうえ、十

分に留意すること。使用に関するクレーム等には、事務局は一切責任を負わない事とする。 
 
３．デザイン 

使用者は、ロゴマークのデザイン、及び、色構成については、変更不可とする。 
 
４．使用申請方法 

（１）ロゴマークの使用を希望する者は、それぞれウェブサイト上で案内するロゴマーク使用申

請方法により事務局あてに、申請するものとする。 
なお、当該申請により提出した使用者の情報及び使用者がロゴマークを活用して実施する

取組の内容については、連絡会にてウェブサイトへの掲載を含む情報発信等に活用できる

ものとする。 
（２）事務局は、内容を審査の上、本規約に適合すると認めた申請について、ロゴマーク使用に

関する審査結果を通知するとともに、使用者へロゴマークの電子データを送付する。 
（３）事務局は、ロゴマークの使用申請及び使用にあたって必要に応じて条件を付すことができ

る。また、ロゴマーク使用の承認を受けた者が、本規約に違反した場合には、是正のため

の措置及び承認の取り消しを遡及も含めて行うことができる。 
 
５．承認内容の変更 

使用者が、承認を受けた内容について変更しようとする場合は、あらかじめロゴマーク使用変

更届出を事務局に提出し、使用に関する再審査を受けなければならない。 
 
６．承認内容の廃止 

４．の規定に基づきロゴマークの使用承認を受けた者がロゴマークの使用を止めたときは、ロ

ゴマーク使用廃止届出を事務局に提出しなければならない。 
 
７．使用申請の除外 

連絡会の構成員、関係府省庁、及び、地方公共団体が、ロゴマーク使用の目的に沿った使用及

び普及活動を行う場合、又は報道関係機関が報道目的に使用する場合には、使用申請及び承認の

手続を省略することができる。 
 
 
 



８．使用料 

ロゴマークの使用料は、無料とする。 
 
９．遵守事項 

（１）使用者は、関係法規を遵守するとともに、ロゴマークの機能と品位を損なうことのないよ

う努めるものとする。 
（２）ロゴマークの使用にあたって要する費用の一切は、第三者との係争、審判、訴訟等につい

て要した費用を含め、使用者が負担するものとする。 
（３）使用者は、ロゴマーク使用に起因して第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を

負う。事務局は関知しない。 
（４）使用者は、事務局から要請がある場合は、ロゴマークの使用実態の報告等を行わなければ

ならない。 
 
10．使用期間 

使用期間は、平成 32 年 3 月 31 日までとする。ただし、使用期間以前に使用したロゴの削除を

求めるものではない。 
 
11．その他 

いかなる場合にあっても事務局は、使用者がこの規約に違反した場合やその他不適当と認める

場合には、ロゴマークの使用承認を取り消すことができ、これに起因する損失補償について一切

の責任を負わない。 
なお、本規約の解釈その他疑義は事務局が決定する。 
 
12．施行年月日 

本規約は平成 30 年 9 月 26 日から施行する。事務局は、本規約の適用の状況に検討を加え、 必
要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
 
13．規約の変更 

事務局が本規約を更新し、利用条件を変更した場合は、既に許諾を行った利用に関しても変更

後の規約及び利用条件を適用する。 


